
○市町村別サービス一覧【海津市】

【注意事項】

　○この表は、令和５年８月２４日時点で可能な行政サービス等を掲載しています。

　 　掲載されていないものについても、市町村等との調整が完了したものから、順次、一覧表を更新する予定です。

　○サービス等を利用する際には、宣誓書受領証の提示のほか、各行政サービスの利用要件（収入や同一生計等）を満たす必要があります。

　　（詳しくは、事前にサービス提供者（市町村）へご確認願います。） 令和５年８月２４日現在
　○なお、サービスによっては、宣誓書受領証の提示が不要な場合もあります。 （随時更新中）

必要 不要 担当課 電話番号

1
市営住宅への入
居

市営住宅の入居申請を行
い、同居することができる。

同居家族の要件に該当 ○
住宅都市計画
課

0584-53-3485

2
犯罪被害者等へ
の見舞金の支給

犯罪等により害を被った者及
びその家族又は、遺族が見
舞金を受け取ることができ
る。

事実上婚姻関係と同様の事
情にあったものに該当

○
市民活動推進
課

0584-53-3194

3
若年夫婦・子育て
世帯住宅取得等
奨励金

市内で住宅を取得した若年
夫婦・子育て世帯に対し、奨
励金を交付する。

若年夫婦・子育て世帯として
扱う

○ 企画財政課 0584-53-1113

4
若年夫婦・子育て
世帯 U ・ I ターン
奨励金

U・Iターンにより市内に移住
した若年夫婦・子育て世帯に
対して奨励金を交付する。

若年夫婦・子育て世帯として
扱う

○ 企画財政課 0584-53-1113

5
若年夫婦・子育て
世帯家賃補助金

新たに市内に移住し、民間
賃貸住宅に居住した若年夫
婦・子育て世帯に対して補助
金を交付する。

若年夫婦・子育て世帯として
扱う

○ 企画財政課 0584-53-1113

6
結婚新生活支援
事業費補助金

新たに婚姻し、市内に居住
する世帯（婚姻後 １ 年以
内）に対し、住居費及び引越
費用の一部について補助金
を交付する。

新婚世帯として扱う ○ 企画財政課 0584-53-1113

7
家族介護慰労事
業助成金

ねたきり又は認知症の高齢
者の方を居宅において介護
している介護者の家族に対
し、助成金を支給する。

家族介護者に該当
（要介護認定において、要介
護４又は５と認定され介護
サービスを１年間利用してい
ない方を在宅で介護している
場合）

○ 高齢介護課 0584-53-1145
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8
認定こども園等入
園申請

認定こども園等の入園申し
込みができる。

保護者として扱う ○ こども未来課 0584-53-1526

9
留守家庭児童教
室への入室申請

留守家庭児童教室への申し
込みができる。

保護者として扱う ○ こども未来課 0584-53-1526

10
高校生等通学費
補助金申請

高校生等の通学補助金の申
し込みができる。

保護者として扱う ○ こども未来課 0584-53-1526

11
子育てエンJOY
クーポン申請

子育てエンJOYクーポンの申
請ができる。

保護者として扱う ○ こども未来課 0584-53-1526

12

身体障害者など
に対する軽自動
車税（種別割）の
減額の申請

障がい者の方が所有又は取
得する自動車について、自
動車税（環境性能及び種別
割）の減免を受けることがで
きる。

提示がなくても生計を一にし
ていれば申請可能（同一の
世帯あるいは生計同一にす
る方として扱う）

https://www.city.kaizu.lg.j
p/kurashi/0000000050.ht
ml

○ 税務課 0584-53-1116

13
罹災証明書の交
付

罹災証明書交付の申請がで
きる。

その他市長が適当と認める
者に該当

○ 市民課 0584-53-1114
※マイナポータル ぴったり
サービスから申請可能

14
死亡届/火葬・埋
葬許可申請

死亡届の届出と火葬の許可
申請ができる。

提示がなくても同居していれ
ば、届出及び申請可能（その
他の同居者に該当）

○ 市民課 0584-53-1114

15 生活保護申請
同一世帯として、申請ができ
る。

提示がなくても、同一世帯で
あれば申請可能

○ 社会福祉課 0584-53-1139

16
災害見舞金の支
給

災害により市民が罹災したと
きの災害見舞金を受給する
ことができる。

提示がなくても、生計を一と
している世帯であれば申請
可能

○ 社会福祉課 0584-53-1139

https://www.city.kaizu.lg.j
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17
小・中学校の緊急
時の送迎

緊急時に子どもの送迎がで
きる。

提示がなくても送迎可能（事
前に提出していただく報告書
に記載等あれば、送迎可能）

○ 学校教育課 0584-53-1498

18
介護保険介護認
定・要支援認定申
請の手続き

介護保険介護認定・要支援
認定申請を代理ですること
ができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1145

19
高齢者身分証明
書の交付

高齢者身分証明書の交付申
請及び証明書の受理を代理
ですることができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1146

20
介護保険負担限
度額認定証の交
付

介護保険負担限度額認定申
請を代理ですることができ
る。
ただし、同居以外は委任状
が必要。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1147

21
介護保険高額介
護サービス費支
給申請手続き

介護保険高額介護サービス
費支給申請を代理でするこ
とができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1148

22
介護保険居宅介
護住宅改修費支
給申請手続き

介護保険居宅介護住宅改修
費支給申請を代理でするこ
とができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1149

23
介護保険居宅介
護福祉用具購入
費申請の手続き

介護保険居宅介護福祉用具
購入費申請を代理でするこ
とができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1150

24

介護保険・短期入
所サービス長期
利用申出書の手
続き

介護保険・短期入所サービ
ス長期利用申出書の申請を
代理ですることができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1152
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25

軽度者に対する
福祉用具貸与の
例外給付申請の
手続き

軽度者に対する福祉用具貸
与の例外給付申請を代理で
することができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1153

26
介護保険被保険
者証等再交付申
請の手続き

介護保険被保険者証等再交
付申請及び証交付の受理を
代理ですることができる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1154

27
第三者の行為に
よる被害届の手
続き

第三者の行為による被害届
の申請を代理ですることがで
きる。

提示がなくても代理申請可
能（委任状の提出による代
理申請可能）

○ 高齢介護課 0584-53-1155


